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説明の概要

司法修習生の身分等
裁判所法等による定め

司法修習生に対する監督

非違行為による罷免等

司法修習生の義務等
修習専念義務

兼業･兼職の禁止

守秘義務

欠席の取扱い

酉己布物の熟読

1．

①
②
③

Z

①
②
③
④
⑤
⑥ 提出物･届出の期限厳守と内容の適正

取材/､の対応3。



司法修習生の身分等利。
ツク6, 13R･Z-I｣Z(ハン 一ドブ ． 、頁オノン丁一ソョン4頁参照）

①裁判所法等による定め
・身分は公務員ではないが,最高裁判所に採用された公務員に準
ずる立場となる。

②司法修習生に対する監督

修習の全期間を通じて,修習に関して司法研修所長の統轄に服
する。

実務修習期間中は，司法研修所長から実務修習の委託を受けた

裁判修習二地方裁判所長

検察修習二検事正

弁護修習二弁護士会会長

の監督を受ける。

■

■



利。 司法修習生の身分等
（ハンドブック6,9, 15頁･オリエンテーション9, 10頁参照）

③非違行為による罷免等

・裁判所法第68条

①最高裁判所は,司法修習生に成績不良心身の故障その他のその修習を
継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認め
るときは,最高裁判所の定めるところにより，その司法修習生を罷免すること
ができる。

②最高裁判所は,司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生た
るに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認
めるときは,最高裁判所の定めることろにより,その司法修習生を罷免し,そ
の修習の停止を命じ,又は戒告することができる。

司法修習生に関する規則第17条2項

法第68条第2項の最高裁判所の定める事由は,品位を辱める行状,修習の
態度の著しい不良その他これらに準ずる事由とする。

■



2司法修習生の義務等

①修習専念義務

②兼業･兼職の禁止

③守秘義務

④欠席の取扱い

⑤酉己布物の熟読

⑥提出物･届出の期限厳守と内容の適正



2①修習専念義務
(ハンドブック6頁･オリエンテーション6頁参照）

司法修習生は,修習期間中，その全力を

修習のために用いて修習に専念する義務
を負う。

■



②兼業Ⅲ兼職の禁止2
(ハンドブック6， 13，27頁｡オリエンテーション6，7頁参照）

司法修習生に関する規貝11第2条■

二一
平成29年刊月1日付け司研企二第101
s号司法研修所長通知同法修習生の規
律等について｣第7の2

F…羅

■

許可を得ずに兼業･兼職を行うことは,非違行為となる。



②兼業■兼職の禁止2
(ハンドブック6, 13,27頁･オリエンテーション6,7頁参照）

令和元年10月1S日付け司法研修所事務

局長事務連絡r司法修習生の兼業につい

て」

■

辱きIましの

主での取枅

事例ごとに個別具体的な事情を確認する必要があり，許否の判断にはある程

度の期間を要するため,兼業の許可が必要な場合には,余裕を持って申請す
ること。



2③守秘義務
(ハンドブック6， 13頁･オリエンテーション7～9，21頁参照）

l威毫

司法修習生に関する規貝ll第3条■
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司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない。



2③守秘義務
(ハンドブック6， 13頁･オリエンテーシヨン7～9，21頁参照）

■司法修習生に関する規則第3条
｜
（

司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない。

●公共の場での会話

I

ど蕊惑”

卜 里



2③守秘義務
(ハンドブック6， 13頁･オリエンテーション7～9，21頁参照）

■ 司法修習生に閨する規貝ll第3条

●セキュリティ対策

ざ

叫
■

司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない。



2③守秘義務
(ハンドブック6， 13頁｡オリエンテーションフー9,21頁参照）

■ 司法修習生に関する規貝|｣第3条
司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない。

●事件記録の取扱い

●公共の場での会話等 守秘義務違反は非違行為に当たる

●セキュリティ対策



2④欠席の取扱い
(ハンドブック6, 13,25,26頁･オリエンテーション11～1フ頁参照）

■ 司法修習生には休暇という概念はない。



2④欠席の取扱い
(ハンドブック6， 13，25，26頁･オリエンテーション11～17頁参照）

土曜，日曜祝日， 可2月29日から翌年1月
3日までの日を除き,修習できない日は原
貝llとしてr欠席｣として取り扱われる。

■



2④欠席の取扱い
(ハンドブック6， 13，25，26頁･オリエンテーション11～17頁参照）

例外的に,病気等の正当な理由によって欠
席した場合は,所定の日数(45日以内)は，
修習した期間とみなす。

■

※欠席する場合は,事前承認が必要◎

無断欠席や,正当でない欠席は非違行為の対象となる。



2④欠席の取扱い
(ハンドブック6, 13,25,26頁｡オリエンテーション11～1フ頁参照）

自由研究日は休暇ではなく，出席を要しな
いだけで,現に修習できない事情(旅行等）
があるときは,欠席として取り扱われる。

■



つ。 ⑤ 配布物の熟読

修習期間中は,様々な資料や事務連絡が
酉己布されるが,すべて熟読し,修習に遺漏

のないように各自のスケジュール管理をし
ておくこと。

4

■

修習予定を失念して，当該修習を受けられなかったり，
場合によっては非違行為に当たることもある。



⑥提出物■届出の期限厳守
と内容の適正(ｵﾘｴﾝﾃｰｼﾖﾝ2頂参照）

各種提出物や届出の期限を守らないこと
により，不利益を受けることがある。

虚偽の申告をしないこと,届出内容に変更
があった場合に速やかに届け出る等,届
出と実態の乖離がないようにすること。

2。

■

■

一二
虚偽の申告等をすることは,非違行為に当たる。



3. 取材への対応

司法研修所の許可が必要であり，取材の

申込を受けた場合は,必ず事前に修習事
務担当者に申し出ること。

修習専念義務,守秘義務を負っていること
を忘れないようにすること。

■

■


